
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年５月 1日発行 

 

 
 

毎年５月を「消費者月間」として、消費者、事業者、行政が一体となって消費者問題

に関する啓発・教育等の事業を集中的に行っています。令和２年度は、以下の統一テ

ーマで取組み、最上消費生活センターでは、例年どおりパネル展示を行います。 
 

 

 

 

《期間》 ５月１８日（月） ～ ５月２９日（金） 

《場所》 ゆめりあ１階 「花と緑の交流広場」 
 

 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

※ 新型コロナウイルス感染予防のため、資料配布なし（展示のみ） 

  に変更することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者ホットライン 188 とは？ 

消費者ホットライン１８８（局番なし）は、お近くの消費生活センター等の

消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手

伝いするものです。 
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昨年度の 

展示の様子 

消費者庁 消費者ホットライン１８８イメージキャラクター「イヤヤン」 

「イヤヤン」 

 

一一一人人人ででで悩悩悩まままずずず、、、まままずずずははは相相相談談談   
大切なのは、すぐに相談することです。困ったと

きは、一人で抱え込まないで「消費者ホットライ

ン「いやや」（局番なしの 188）」までお電話を。 

『泣き寝入りはいやや（188）！』で覚えてね 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
〒９９６－０００２ 新庄市金沢字大道上２０３４ （最上総合支庁 １階） 

《受付時間》 月曜日～金曜日  午前９時～午後５時  

     ホームページは 「最上消費生活センター情報」で  

     全国共通の消費者ホットライン １８８
い や や

 で、最寄の消費生活センターにつながります。 

 

 
 

講師が地域へ出向いて、悪質商法や 

契約トラブルに関する相談事例の紹介

やトラブル対処法など、消費生活に関

する知識を分かりやすくお伝えしま

す。費用は無料ですので、ぜひご利用

ください。 

 

  

      

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、当面の間（５月末をめど）、消費生活法

律相談は見合わせていただきます。 

尚、通常の消費生活相談は、電話にて対

応しております。 

《次回開催予定日》 

６月９日（火） １３：３０～１５：３０  

【場 所】 最上総合支庁 

【時 間】 お一人様３０分となります。 

㈱㈱㈱大大大沼沼沼発発発行行行ののの「「「商商商品品品券券券」」」・・・大大大沼沼沼友友友ののの会会会ののの「「「積積積立立立金金金」」」・・・「「「おおお買買買物物物券券券」」」   

還還還付付付手手手続続続をををおおお忘忘忘れれれなななくくく！！！   

㈱大沼発行の商品券や㈱大沼友の会のお買物券などの還付手続が始まっています。 

「商品券」は東北財務局が、友の会の「積立金」及び「お買物券」は東北経済産業局がそ 

れぞれ受付を行っており、申出期限までに申出がない場合、還付されませんので御注意く 

ださい。※詳しくは、下記担当にお問い合わせください。 

         

◇申出期限 令和２年６月１２日（金）まで 

◇申出方法 「商品券」、「申出書」、84円切手を貼った返信用封筒を東北財務局 

（〒980-8436）仙台市青葉区本町 3-3-1）に郵送（６月１２日消印有効） 

◇担  当 東北財務局 理財部 金融監督第三課 ☎022-721-7079 

 

◇申出期限 令和２年６月３０日（火）まで 

◇申出方法 申出書等を東北経済産業局（〒980-8403仙台市青葉区本町 3-3-1）に 

郵送（６月３０日消印有効）、または持参してください。 

※友の会会員の方には４月に還付手続のご案内を郵送しています。 

◇担  当 東北経済産業局 産業部 消費経済課 ☎022-208-6775 

㈱大沼発行「商品券」 

㈱大沼友の会「積立金」・「お買物券」 

新型コロナウイルス感染症の状況
によっては、開催時期を相談させて
いただくことがあります。 


